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―HSコードと関税率、世界各国の関税「World Tariff」―



1. HSコード
商品の名称及び分類についての統一システムに関する条約International Convention on 
the Harmonized Commodity Description and Coding System（HS条約）

1988年1月1日発効 締約国は、自国の関税率表及び統計品目表にHSコードを使用する
義務あり。
2021年4月現在、159カ国及びEUが加盟、212カ国･地域がHS使用

HSコード（HS条約附属書の品目表）
輸出入統計や輸出入通関の際に適用するとき、一つの物品は、いずれか一つの項（そ
の中の号）に分類されなければならない。世界に400万品目あると言われる商材すべて
をシステマチックに分類する世界ルールとして確立したもの。上6桁が輸出入共通でかつ
世界共通。
従前の関税協力理事会分類表（CCCN、4桁1011品目）は米国、カナダ不参加だった。
1973年の京都総会でHSの創設が決定しWCOにHS委員会設置。10年を経て1983年6月
に採択。国連標準国際貿易分類（SITC）、日本関税率表、米国関税率表（TSUSA）、米
国輸出統計表（SCHEDULE-B）、カナダ関税率表、カナダ輸入商品分類表、欧州共同貿
易統計品目表（NI-MEXE）、世界航空貨物分類表（WACCC）、標準輸送商品コード等の
既存の世界の商品分類表を参考に作成し、6桁5,387品目(2017年)
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2. HSコードの構造

HSコードの例
９６２０.００－０００．３

類(97)･･･ 類の上部には部の分類がある(21)

項(1,222) ･･･28,29, 39,63,71,72類のみ､類と項の
間に「節」があるが、共にコードには現れ
ない。

号(5,387)

統計細分 NACCS用番号

一脚、二脚、三脚その他
これらに類する物品

HSコードの上6桁が世界共通
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3. HSコード（類）のカテゴリー

1類 ～24類 農水産品

25類～71類 軽工業品

72類～93類 重工業品

94類～97類 雑品

※77類は、将来使用する可能性に備えて保留されている

1類～82類は、「材質」によ
る分類（77類は欠番※）

83類～97類は、「機能」に
よる分類

HSコードのキーワード検索サイトで一番信頼できるもの↓
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunrui/index.htm
（税関「事前教示回答（品目分類）」）
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4. HSコード 全97類

1類 生きている動物
2類 食肉
3類 魚介類
4類 酪農品
5類 動物性生産品
6類 樹木、茎、根、花
7類 野菜
8類 果実、ナット
9類 コーヒー、茶

10類 穀物
11類 穀粉、でん粉
12類 採油用の種、果実
13類 植物性樹脂、エキス
14類 植物性組者
15類 動植物性油脂
16類 肉、魚の調製品
17類 糖類、砂糖菓子
18類 ココア、その調整品
19類 穀物、でん粉調製品
20類 野菜、果実の調製品
21類 各種の調製品
22類 飲料、アルコール
23類 食品残留物、くず
24類 たばこ、たばこ代用品
25類 塩、硫黄、土石類、石灰

26類 鉱石、スラグ、灰
27類 鉱物性燃料
28類 無機化学品
29類 有機化学品
30類 医療用品
31類 肥料
32類 染料、顔料
33類 精油、化粧品
34類 せっけん、洗剤、ろうそく
35類 たんぱく系物質、酵素
36類 火薬類、マッチ
37類 写真･映画用材料
38類 各種化学工業生産品
39類 プラスチック、その製品
40類 ゴム、その製品
41類 原皮、革
42類 革製品、バッグ
43類 毛皮、人造毛皮
44類 木材、その製品、木炭
45類 コルク、その製品
46類 わら、組物材料、かご
47類 木材パルプ、古紙
48類 紙、板紙、紙製品
49類 書籍、新聞、絵画
50類 絹、絹織物

51類 羊毛、獣毛、馬毛
52類 綿、綿織物
53類 その他の紡織用繊維
54類 人造繊維の長繊維
55類 人造繊維の短繊維
56類 ウォッディング、フェルト
57類 じゅうたん、床用敷物
58類 特殊織物、レース
59類 塗布･被覆繊維製品
60類 メリヤス･クロセ編物
61類 編物衣類、付属品
62類 布帛衣類、付属品
63類 その他の衣類、中古衣類
64類 履物、その部分品
65類 帽子、その部分品
66類 傘、つえ、ステッキ
67類 羽毛製品、造花
68類 石、プラスター、セメント
69類 陶磁製品
70類 ガラス、その製品
71類 真珠、貴石、貴金属
72類 鉄鋼
73類 鉄鋼製品
74類 銅、その製品
75類 ニッケル、その製品

76類 アルミニウム、その製品
78類 鉛、その製品
79類 亜鉛、その製品
80類 すず、その製品
81類 その他の卑金属
82類 工具、道具、刃物
83類 各種の非金属製品
84類 ボイラー、機械類
85類 電気製品、AV機器
86類 鉄道用車両
87類 自動車、二輪車
88類 航空機、宇宙飛行体
89類 船舶、浮き構造物
90類 光学、測定･医療機器
91類 時計、その部分品
92類 楽器、その部分品
93類 武器、鉄砲弾、部分品
94類 家具、寝具、クッション
95類 玩具、遊戯･運動用具
96類 雑品
97類 美術･収集品、こっとう
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5. HSコードの改正

HS条約では、締約国に「関税率表」及び「貿易統計」の両方にHS品目表の

使用を義務付け（条約第3条）。定期的に改正（2002年以降は5年ごと）。

1992年改正 解釈上の明確化のための修辞上の修正

（1,240の項、5,017の号、電力を除く。以下同じ）
1996年改正 オゾン層破壊物質のモニタリング、磁気カード等の明確化

（1,240の項、5,112の号）
2002年改正 デジタルカメラ、くじら、廃棄物等の明確化

（1,243の項、5,223の号）
2007年改正 マグロ、農薬、ハイテク関連機器等の明確化

（1,220の項、5,051の号）
2012年改正 FAOからの提案の特定動植物、おむつ等衛生用品、バイオ

ディーゼル等の明確化（1,223の項、5,205の号）
2017年改正 FAOからの提案の食糧関連、抗マラリア関連）、竹とう製品、ハ

イブリッド車、 自撮り棒（1,229の項、5,387の号）
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6. HSコード2022

HS条約締約国や国際機関から以下にような提案・要請を受け改正された

HS2022年版が2022年1月1日に発効予定。

1. 国際機関や条約事務局からの提案（国連食糧機関(FAO)による昆虫食、

木材の分類明確化、バーゼル条約事務局による電気電子機器のくず85.49

など）

2. 国際貿易の態様の変化によるもの（ヨーグルトの範囲拡大、炭素繊維の

分類明確化、貿易量僅少による削除(留守番電話、一眼レフカメラ等)）

3. 新規商品の出現による新設（加熱式・電子たばこ24.04、3Dプリンター

84.85、スマートフォン8517.13、フラットパネルディスプレイモジュール85.24、

ドローン88.06等）

4. 技術革新を踏まえた分類明確化（耐火セラミック、ガラス繊維、発光ダイ

オード(LED)、半導体デバイス、電離放射線関連機器等）
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7. 各協定のHSコードのバージョン

HSコードの
バージョン

協 定

HS2002年版 日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、
日フィリピン、日チリ、日タイ（2022年1月1日よ
り2017年版へ）、日ブルネイ、日インドネシア、
日ASEAN

HS2007年版 日ベトナム、日スイス、日インド、日ペルー

HS2012年版 日オーストラリア、日モンゴル、TPP11、RCEP

HS2017年版 日EU、日米、日英
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★ 経済連携協定はHSコード（関税分類番号）で規定されている
EPA物品貿易協定ではEPA税率、品目別規則共に関税分類番号（HSコード）をベースに規定さ
れている。従って、関税分類番号を間違えると税率・品目別規則が異なることになり、EPA本来
の貿易自由化等の意図が反映されなくなることがある。正しい関税分類番号を確定することが
大切である。

★ HSコード（関税分類番号）は輸入国税関の判断
輸入締約国税関と輸出締約国税関の関税分判断が異なる場合は、輸入締約国税関の判断が

優先する。従って、HSコードの確定には次の方法を推奨する。

1）過去輸入締約国に同一製品を輸出入したことがあるならば、その輸入時の関税納付証明
書、輸入許可書のHSコード、あるいは統計品目番号を輸入者に問い合わせる。

2）過去輸入締約国に同一製品を輸出入したことがない場合、日本税関では品目分類の事前
教示制度を利用した書面（回答書）によるHSコードの確定を行う。日本の場合、この回答書を
輸入通関時に提示すると3年間回答書内容に基づいた通関ができる。輸出先国にも同様の
制度があり、その制度を利用してHSコードの確定する。

出所：税関ウェブサイト「関税分類の概要」、財務省ウェブサイト「HS条約の改正に伴う関税率表の改訂」

8. EPA特恵関税利用の入口
HSコードの確認
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出所：税関「関税のしくみ」、外務省「特恵関税制度」から一部抜粋

基本税率
協定や別途法律で定めのない限り適用する原則的な税率。現在、東ティモール、北朝鮮、赤
道ギニア、レバノンなど数カ国に適用

WTO協定税率
WTO全加盟国・地域および二国間条約で最恵国待遇を約束している国からの産品に対しそれ
以上の関税を 課さないことを約束（譲許）している税率（協定外の国・地域であっても、相互
主義に則り、その国・地域との外交関係も考慮し、協定税率が適用される）

一般特恵税率

（GSP税率）

開発途上国で、特恵関税の供与を希望する国のうち、わが国が当該供与を適当と認めた国
（特恵受益国）を 原産地とする輸入貨物に対して適用される税率。開発途上国の輸出、所得
の増大、工業化と経済発展の促進を図るため、開発途上国から輸入される一定の農水産品、
鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率（特恵税率）を適用する制度（Generalized 
System of Preferences: GSP）。特恵原産地証明書（Form A）が必要

特別特恵税率

（LDC税率）

特恵受益国のうち、後発開発途上国（LDC）を原産地とする輸入貨物に対して適用される税率
であり、税率はほぼ全て無税。LDC特恵税率の適用には、原則として、特恵原産地証明書
（Form A）の提出が必要。関税暫定措置法で定められている

協定特恵税率

（EPA特恵税率）

日シンガポールEPA、日メキシコEPA、日マレーシアEPA、日チリEPA、日タイEPA、日インドネ
シアEPA、日ブルネイEPA、日アセアンCEP、日フィリピンEPA、日スイスEPA、日ベトナムEPA、
日インドCEPA、日ペルーEPA、日オーストラリアEPA、日モンゴルEPA、CPTPP、日EU・EPA

9. 関税率の種類
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10. EUの関税分類：CNコード/TARIC下位分類
CNコードおよびTARIC下位分類：EUへの輸出に際して、商品を分類するコード番号

EUは「合同関税品目分類表（CN：Combined Nomenclature）」と呼ばれる物品の分類表を策定している
CNに基づく品目コード（CNコード）は、HSコード（1～6桁目）にEU独自のCN下位品目分類（7～8桁目）を加えたもの

データベース「EU統合関税率（TARIC： Integrated Tar i ff  of  the European Communit ies）」：
CNに基づくEU共通関税率や、関税割当などの貿易政策による措置、関連規定などがまとめられたデータベース
CNコードに加え、TARIC下位分類（TARIC subheadings、9～10桁目）が設定されており、より具体的な品目を特定し
た上で、原産地別の関税率など関税関連の情報を掲載している

HSコード（共通6桁部分）は5年程度に一度、改正が行われる
日EU・EPAは2017年基準（日本は2017年4月1日現在の輸入統計品目/EUは2017年1月1日現在の合同関税品目
分類）に従って、関税撤廃・削減スケジュールが定められている

（出所）欧州委員会

＜EUの関税分類：CNコード/TARIC下位分類＞

8708.70.10.15

1～6桁目：HSコード（＝全世界共通）

類(Chapter)上2桁：第87類

項(Heading)上4桁：第8708項

号(Subheading)上6桁：第8708.70号

7～8桁目：CN下位品目分類(CN Subheadings)

9～10桁目：TARIC下位分類(TARIC Subheadings)
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 7桁目以降のEU独自の分類を調べる…データベース「TARIC」を活用。EU独自の関税分類に加え、
当該品目の関税率も調べることができる。

URL（欧州委員会）
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/tar ic/tar ic_consultat ion. jsp?Expand=true

11. EUのCNコード/TARIC下位分類の調べ方

6桁のHSコードを入力、
「Retrieve Measures」をクリック

TARICホーム画面

WTO加盟国からの輸入の際に
一般的に適用される税率
「実行最恵国（MFN）税率」

TARIC検索例（8708701015）

（参考）貿易ヘルプデスク
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

自由貿易協定（FTA）などの
締結により特恵税率が適用
される場合や、アンチダンピ
ング関税が課されている場合
など国ごとに特別な関税が
設定されている場合には、国
別の税率を参照する。

日EU・EPAによる
特恵関税率は
「JAPAN」を参照

（出所）TARICウェブサイト

（出所）欧州委員会
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米国独自の品目分類としてHTSコードがあり、HTSコードに基づいて米国の関税率が設定されています。

1. 米国独自の品目分類としてHTSコードがあり、 原則として6桁までは世界共通のHSコードと一致しています。なお、米国固有
の分類として、第98類と第99類があります。
※米国関税率表第98類は、無条件減免税あるいは税関保証金（ボンド）差し入れのもとでの特定減免税が適用される輸入事例を20項に分類、規定している。例えば、船積用
のコンテナ、米国政府機関の購入品、在米外国政府・国際機関の輸入品、商品見本、米国水産業者による水産物、ボンド差し入れによる展示品や一時輸入品など。

2. 7桁目以降は国内細分のため、米国の関税率表で分類を確認する必要があります。（https://hts.usitc.gov/current）

日本：実行関税率表 米国：関税率表

上6桁までは世界共通 7桁目以降の国内細分は各国で異なります

1品目 2品目

（Harmonized Tariff Schedule of the United States）
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13. 日本の事前教示制度

 貨物の輸入者及びその関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物の関
税分類（税番）や関税率などについての照会を、原則として文書により行い、
文書により回答を受けることができる制度。文書のほか、Eメールによる照会、
口頭による照会がある。

 文書による照会を行うとその税関から回答した文書（事前教示回答書）の内
容は、回答書に記載された有効期限（最長で発出日から3年間）内は、評価

申告及び輸入（納税）申告の審査の際に尊重される（法律改正等により取り
扱いが変わった場合を除く）。

 Eメール及び口頭による事前教示の照会の場合には、評価申告及び輸入（納
税）申告の審査の際に尊重されないが、Eメールについては手続きにより、文
書による事前教示の照会に準じた取り扱いに切り替えることも可能。

 税関への照会者は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは
当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人に
限られる。

 架空の貨物に係る照会は認められない。
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■事前教示制度（Advance Rulings）とは：
締約国が自国の輸入者、他の締約国の輸出者もしくは生産者からの書面による要請に対して、書面

による事前の教示を行う制度をいいます。

■確認できる内容：
事前教示制度を利用して、以下の内容を確認することができます。

①関税分類
②特定の事案のために用いられる関税評価基準の適用について
③原産性の判定（原産地規則及び原産地手続きの規定に基づく原産品であるかとうか）
④締約国が決定するその他の事項

■回答までの時間：
締約国は可能な限り迅速に、最長でも150日以内に事前の教示を行うことを約束しています。

■有効期間：
最低3年間

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載
15

14. TPPの事前教示制度



＜輸出品のBTI、BOI取得方法＞
●申請フォームに記入し、法律上拠点のあるEU加盟国または輸出入を行おうとしているEU加盟国の税関当局に郵送

する申請にあたっては、EUの事業者登録・識別（EORI）システムでEORI番号を取得している必要がある。
BTIの申請は、製品の種類ごとに個別に行わなければならない。

【費用】原則無料で発行。
【所要日数】申請受諾日から原則最長120日以内に発行。
【有効期間】発行したEU加盟国がどの加盟国であっても、EUの

全加盟国において原則3年間有効。その決定の効力開始
日より後に、通関手続きが完了した産品にのみ使用できる

【電子化】EUは2016年5月1日から通関業務の電子化を進めている。
新システムへの移行期間（2020年12月末までを予定）は、

BTIの申請・決定は、電子データ以外を使用することが
認められている。移行期間終了後は、BTIの申請や決定
受領は電子上で行われる予定

関税品目分類に関する事前教示制度：「拘束的関税分類情報（Binding Tar i ff  Information: BTI）」
ある産品がどの品目コードに分類されるかについて、事業者からの書面による要請に対して当局が書面で回答。

輸出する品物がどのCNコード/TARIC下位分類に分類されるかを最終的に判断するのは、輸入国の税関
発行済みで有効なBTIについては専用データベースで閲覧可能（右下図）。

異なる加盟国の当局に対してでも、同一製品に対し複数のBTI取得申請をすることは違法。

15. EUの事前教示制度：BTIとBOI

（出所）欧州委員会、BTI専用データベース

原産地規則に関する事前教示制度 ： 「拘束的原産情報（binding origin information: BOI）」
◆ある産品が原産性を満たしているか否かについて、事業者からの要請に対して当局が書面で回答。
・申請に必要な情報はガイダンスに案内があるが、共通のフォーマットは特に用意されておらず、申請方法（電子申請もしくは
郵送による申請か等）は各国当局に委ねられている。
＜BOIガイダンス＞
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_boi_en.pdf
＜各加盟国のBOI申請先＞
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_boi_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN


事前教示制度によって、米国への輸出前に、米国税関に商品のHTSコード等を照会できます。

1. 事前教示制度を利用することで、米国税関（CBP）に対して、以下のような内容を確認することができます。
• 品目分類
• 原産地の判定（協定に基づく原産品であるかの判定）
• 協定の適用の可否
• 原産国の適切な表示

2. 回答までの期間： 原則30日以内に回答（CBP本部への確認が必要な場合などは90日以内）

3. 照会を行える者： 米国への輸入を予定している輸出者、輸入者及びそれらの代理人など、あらゆる法人や個人

4. 照会の方法： 以下のWebフォームeRulingより登録ができます。
照会にあたっては、輸出者・輸入者の情報や商品の状態、材料、用途などの情報の提出が必要になります。
https://erulings.cbp.gov/s/

5. 有効期間： 法改正やCBPによる教示回答の修正がない限り、教示回答は有効です。

6. 輸入時の手続： 輸入時に申告書類に教示回答文書のコピーを添付する、もしくは教示回答番号を記入します。

輸出者・
輸入者等

米国税関
（CBP）

他の輸出者・
輸入者等

①照会
③教示内容

を公開
②教示

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載
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16. 米国の事前教示制度

https://erulings.cbp.gov/s/


米国税関のデータベースCROSSにて、事前教示の回答情報を閲覧できます。

1. 米国税関のデータベースCROSSにて、事前教示の回答情報を提供しています。
https://rulings.cbp.gov/home

2. 例えば、「保温性トートバッグ」の事前教示回答情報を調べる場合は、「insulated tote bag」「classification」で検索をすると、こ
れらの用語を含む回答情報の一覧が表示されます。そのうち、確認したい貨物と同様の貨物があれば、該当する商品のHTS
コード（4202.92.9040）がわかります。（ただし、HTSのバージョンは回答書の日付時点のものになります。）

① 「insulated tote bag」「classification」を検索

②該当する事例を選択

③教示されたHTSコードや税率を確認

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載
18

17. 米国の事前教示情報データベース（CROSS）

https://rulings.cbp.gov/home


外務省ウェブサイト＞外交政策＞経済＞自由貿易協定／経済連携協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html

18. 譲許表（関税撤廃・削減スケジュール）

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載

各協定名をクリックして各協定本文へ
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1. 発効 ：

日本及びアセアン側の少なくとも1カ国が国内手続きが完了した旨を他の署名国政府に通告した月の後2番
目の月の1日にこれらの通告を終えた当該各国の間で発効する（協定文第79条）
1-（1） 協定の「効力」が及ぶのは国内手続きが完了した旨の通告を終えた協定署名国（締約国）のみである
1-（2） 2008年12月1日に発効したのは2008年10月中に通告を行った日本、シンガポール、ラオス、ベトナム、
ミャンマーが締約国となり、これらの締約国間でAJCEPの利用が可能になった
1-（3） 2008年11月以降に通告した他の署名国は、通告を行った月の後2番目の月の1日に発効し、協定利用
が可能になる

2. ステージング
2-（1） 2008年12月1日の協定発効により、AJCEPの基準年は2008年である。
2018年3月に発効したインドネシアの場合は、ステージング10年目から適用される。

利用不可能
ステージング1年目 ステージング2年目 ステージング3年目

利用不可能 利用不可能 ステージング2年目 ステージング3年目

08.12.1 1年目の引き下げ

09.3.20 A国通告

08.10 ラオス通告

08.8 シンガポール通告

08.10.22 日本通告
09. 5.1 A国協定発効、協定税率は2年目から適用

出所：経済産業省「日アセアン包括的経済連携（AJCEP）協定について」

2008.12.1 日本、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー発効

2009.1.1 ブルネイ 発効
2009.2.1 マレーシア発効

2009.6.1 タイ発効

2009.12.1 カンボジア発効

08.10.28 ベトナム通告

08.10.31 ミヤンマー通告

2010.7.1 フィリピン発効

09. 4. 1（注） 2年目の引き下げ 10. 4. 1（注）3年目の引き下げ

（注）：マレーシア、カンボジア、インドネシアは毎年1月1日引き下げ
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19. 日本・アセアン協定（AJCEP）発効とステージング



Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5

Tariff item
number 

Description of goods Base Rate Category Note

7220 12

7220 12 110

7220 12 120

7220 12 190

7220 12 900

- - of a thickness of less than 4.75 mm:

Hoop and strip:

not exceeding 25 mm in width

exceeding 25 mm but not exceeding 400 mm 
in width

other

other

10%

10%

B5

B4

A

A

基準税率
必ずしもMFN税率に一致しない
必ず最新のMFN税率も確認する

日本語の品目名は例えば
http://www.customs.go.jp/yusyutu/2016/index.htm 
（輸出統計品目表） 撤廃までのスケ

ジュール他（例として
マレーシア次頁参照）

注釈：各国の
第5欄注釈参照

マレーシア・ステンレス鋼の例

当該品目のHSコード（上6桁は国際共通）
輸出実績があれば貿易担当に問い合わせる
輸出実績がなければ税関に問い合わせる
（詳細は12～14頁参照）
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20. 日ASEAN協定（AJCEP）の譲許表



基準税率
インド側基準税率は 2007年4月1日の
実行最恵国税率に従ったもの
（日本側基準税率は必ずしもMFN税率
に一致しない。必ず最新のMFN税率も
確認する）

当該品目のHSコード（上6桁は各国共通）
輸出実績があれば過去のHSコードを確認
輸出実績が無ければ輸入者を通じて輸入国
税関に問い合わせる（詳細は12頁参照）

日本語の品目名は輸出統計品目表などで確認

撤廃までのスケジュール
次頁以降参照
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21. 日インド協定の譲許表



22. 日EU・EPAの譲許表（1）
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附属書二-A -日EU・EPAの場合-

附属書二-Aの構成
第一編 一般的注釈（段階的撤廃の起点の考え方、ベースレートの基準等を規定）
第二編 EU側譲許内容 （第A節：譲許表の注釈、第B節：譲許表）
第三編 日本側譲許内容（第A～C節：譲許表の注釈、第D節：譲許表）

EU側の譲許表（関税率）は？
⇒英文テキストを見る
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22. 日EU・EPAの譲許表（2）



日本の関税率（日本への輸入）は和文テキスト、相手国の関税
率（日本からの輸出）は英文テキストをみましょう（※日EU・EPA
の場合は日本側譲許表は和文、英文ともに掲載があります）。

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載
25

22. 日EU・EPAの譲許表（3）



26

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000382059.pdf
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原文は
縦書き

23. 日EU・EPAの譲許表（4）日本側

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000382059.pdf


EU側譲許表の例（附属書2-A第二編 第B節 Schedule of the European Union）

附属書二-Aの構成
第一編 一般的注釈（段階的撤廃の起点の考え方、ベースレートの基準等を規定）
第二編 EU側譲許内容 （第A節：譲許表の注釈、第B節：譲許表）
第三編 日本側譲許内容（第A～C節：譲許表の注釈、第D節：譲許表）

http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171225008/20171225008-1.pdf （工業製品：経済産業省作成・日EU・EPA特恵関税資料）

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/attach/pdf/EU_offer_full_list.pdf （農水産品：農林水産省作成・日EU・EPA特恵関税資料）
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24. 日EU・EPAの譲許表（5） EU側

http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171225008/20171225008-1.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/attach/pdf/EU_offer_full_list.pdf


各省の所管品目について、以下webページでも確認できます。

 経済産業省 （工業品）
https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190926006/20190926006.html

 農林水産省 （農林水産品）
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/tag/index.html
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25.日米貿易協定の個別品目に関する情報

https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190926006/20190926006.html
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/tag/index.html


初めての方は WorldTariffのユーザー登録が必要
⇒ ジェトロ・ウェブサイトでユーザーＩＤとパスワードが（即）取得可

世界各国の関税率
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

26. World Tariffの活用（1）

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載
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https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/


国名、品目（HSコード）を選択しSubmitをクリック

① ②

HSコードをクリックすると輸出国ごとに最も低い税率が調べられる

譲許表

品目別規則

出所：WorldTariffウェブサイト

①MFNと特恵関税を比較して低い方が表示される
②どの税率を適用しているかが表示される
MFN税率（Most-Favored Nation Treatment・・・最恵国待遇）
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CPTPP、日EU・EPAの🔍（引き下げスケジュール、品目別
規則）がこのほど完成（2019年6月初旬）

30

26. World Tariffの活用（2）



③輸出国別の関税率表示画面

輸出先を選択
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26. World Tariffの活用（3）



27. RCEPにおける各国の関税譲許の方式
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外務省ウェッブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j-eacepia/index.html

28. RCEP譲許税率の確認
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https://www.mofa.go.jp/policy/economy/page1e_kanri_000001_00007.html

29. RCEP譲許税率の確認（1）

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載
34



29. RCEP譲許税率の確認（2）
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関税分類番号
HS2012年版に基づく

30. RCEP譲許表の例（中国）

品目名

基準税率
2014年1月1日時点
でのMFN税率

年毎の適用税率

＊日本、インドネシア、フィリピン：1年目は発効日から最初の3

月31日まで、2年目以降は4月1日〜3月31日の12カ月。
その他の諸国：1年目は発効日から最初の12月31日まで、2年
目以降は1月1日〜12月31日の12カ月。

U：関税撤廃・引下げの対象外

各時点での適用税率が確認できる

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載
36



Copyright©2021JETRO All rights reserved. 

31. RCEP譲許表における注意事項（中国）➡逆転現象

 RCEP交渉のベースとなったのは2014年1月1日現在の関税率（MFN税率）。協定発効時のMFN税率と異なる場合
がある。

 2014年以降協定発効時までにMFN税率が引き下げられている場合は、RCEP特恵税率が一定期間MFN税率を上
回る場合があり、注意を要する。現行のMFN税率をWorld Tariffなどを活用してチェックすることが重要。

 協定第２・４条は、MFN税率＜RCEP 特恵税率の場合、MFN税率が適用されうることを規定。還付も可能。

《農林水産省国際部：RCEP 農林水産品輸出関連の主な合意内容（2020年11月》

基準税率(RCEP交渉のベース
となった2014年1月1日時点の
税率)。現在の関税率(2020年4
月1日時点のMFN税率)と異な
る場合のみ記載。

【例：醤油】
 RCEP特恵税率：基準税率

（28％）をベースに21年目に
関税を撤廃。

現在のMFN税率は12％。
 RCEP特恵税率が12％とな

るのは協定発効後12年目。

Copyright©2021 JETRO. All right reserved. 禁無断転載
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32. RCEP：関税率の差異（1）
（１）基本ルール

RCEP原産国は、RCEP原産地規則章の規定に従って原産品の資格を取得した締約国とする。ただし、原産材料のみから
なる産品の場合は、輸出国で軽微な工程以外の生産工程が行われた場合に限る。

（２）特定の品目についての特別ルール
輸入国が自国の譲許表の付録に掲げる特定の原産品（下表）に関しては、輸出国が自国で原産材料の価額の20％以上
を提供していれば、当該輸出国がRCEP原産国となる（他の締約国原産の材料との累積は認められない）。

（３）補完的ルール
上記（１）、（２）で原産国が確定しない場合、合計して最高価格の原産材料を提供した締約国がRCEP原産国となる。

（４）輸入者の選択によるルール
上記（１）〜（３）に関わらず、輸入者は、生産に関与した締約国又は全ての締約国の中で最高税率を選択可能。

国名 品目数 主な対象品目

日本 １００ 農産品、皮革・履物

中国 ８２ 綿糸、自動二輪、機械類、農産品等

韓国 ９９ 自動車用エンジン部品、機械類、農水産品等

インドネシア ９９ 鉄鋼、自動車、化学等

タイ ９８ 機械類、鉄鋼、電気炊飯器、農水産品等

フィリピン ４１ 伝動ベルト、乗用車用タイヤ、エアコン、野菜等

ベトナム １００ 自動二輪、TVカメラ、ガラス、ワイン、農水産品等

《特別ルール適用品目》
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《中国の譲許例：自動二輪車》

（注）現行MFN税率も同率
（出所）RCEP譲許表 財務省貿易統計

（日本） （中国）

（ベトナム）

対日本税率：除外

対ベトナム税率：20年目に撤廃

《参考》ベトナム関税率（250cc超〜500cc）
MFN（一般税率）：75%
日ASEAN EPA：基準税率（90%）を2022

年まで維持。2023年に50％に引き下げ。
ベトナムEPA：基準税率（90%）を2023年

まで維持。2024年に50％に引き下げ。
TPP11：42.5%（2025年撤廃）
RCEP:75%（基準税率維持）

《例：250cc超〜500cc》
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32. RCEP：関税率の差異（2）



ご清聴ありがとうございました。

ー お問い合わせ ー

日本貿易振興機構（ジェトロ）
貿易投資相談課

電話：03-3582-4943 (EPA相談窓口)
https://www.jetro.go.jp/services/advice.html

不許複製 禁無断転載
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